
【安八郡】 令和3年4月

夢の郷デイサービスセンター料金表

こちらは１か月の利用料（介護保険を利用した場合の自己負担分）です。

要支援１　月5回まで、要支援２　月9回まで　サービスを実施いたします。

サービス提供時間は基本は9：00～16：15になります。

　※　　上記の表は月額となっております。

    　　　要支援1の方が一カ月4回以下のご利用になった場合、1回につき1114円（1割負担）

    　　　要支援２の方が一カ月８回以下のご利用になった場合、1回につき1125円（1割負担）　となります。

※　毎月10日頃に請求書をお渡し致します。毎月27日に預金口座振替となっております。

要支援２ 3428/月 640/回

月に9回利用すると

9188
2割負担…12616
3割負担…16044

利用料 食費（おやつ含む） 合計

要支援１ 1672/月 640/回

月に5回利用すると

4872
2割負担…6544
3割負担…8216



令和3年4月【要介護１～５　1割負担】

夢の郷デイサービスセンター料金表

※　計算式に％が含まれている為、合計はおおよその金額になります。ご了承ください

☆　希望者のみ 　口腔機能向上加算Ⅱ 160（月２回まで） ※準備中

☆　対象者のみ 　若年性認知症利用者受入加算 60/１日 　科学的介護推進体制加算

【その他】　　　　　①ご家族様が送迎を行った場合、－47（片道）となります。 40/１ヵ月

　　　　　　　　　　　②毎月10日頃に請求書をお渡し致します。毎月27日に預金口座振替となっております。
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令和3年4月

各加算の説明

【入浴加算Ⅰ】　　　　入浴（シャワー浴等含む）された方に加算されます。

【サービス提供体制強化加算Ⅱ】　　　介護職員のうち介護福祉士が50％以上いるため加算されます。

【中重度ケア体制強化加算】　　　サービス提供時間を通して看護師が専従で１人配置されている場合等に加算されます。

【認知症加算】　認知症の日常生活自立度がⅢ以上の方に加算されます。

※　日常生活自立度に関しては、認定調査の主治医の意見書を参考にしています。

【介護職員処遇改善加算】　　　　　　　利用料及び各種加算の合計に介護職員処遇改善加算が５．９％加算されます。　　

【特定介護職員処遇改善加算】　　　　利用料及び各種加算の合計に介護職員処遇改善加算が１．0％加算されます。　　

【口腔機能向上加算Ⅱ】　　口腔機能の維持向上の為、口腔ケアや口腔体操、口腔機能のチェック等を行います。(希望者のみ）

【若年性認知症利用者受入加算】　45歳以上65歳未満で認知症と診断された方が対象となります。

【科学的介護推進体制加算】　 ※現在準備中です



令和3年4月【要介護１～５　2割負担】

夢の郷デイサービスセンター料金表

※　計算式に％が含まれている為、合計はおおよその金額になります。ご了承ください

☆　希望者のみ 　口腔機能向上加算Ⅱ 160（月２回まで） ※準備中

☆　対象者のみ 　若年性認知症利用者受入加算 60/１日 　科学的介護推進体制加算

【その他】　　　　　①ご家族様が送迎を行った場合、－47（片道）となります。 40/１ヵ月

　　　　　　　　　　　②毎月10日頃に請求書をお渡し致します。毎月27日に預金口座振替となっております。
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令和3年4月

各加算の説明

【入浴加算Ⅰ】　　　　入浴（シャワー浴等含む）された方に加算されます。

【サービス提供体制強化加算Ⅱ】　　　介護職員のうち介護福祉士が50％以上いるため加算されます。

【中重度ケア体制強化加算】　　　サービス提供時間を通して看護師が専従で１人配置されている場合等に加算されます。

【認知症加算】　認知症の日常生活自立度がⅢ以上の方に加算されます。

※　日常生活自立度に関しては、認定調査の主治医の意見書を参考にしています。

【介護職員処遇改善加算】　　　　　　　利用料及び各種加算の合計に介護職員処遇改善加算が５．９％加算されます。　　

【特定介護職員処遇改善加算】　　　　利用料及び各種加算の合計に介護職員処遇改善加算が１．0％加算されます。　　

【口腔機能向上加算Ⅱ】　　口腔機能の維持向上の為、口腔ケアや口腔体操、口腔機能のチェック等を行います。(希望者のみ）

【若年性認知症利用者受入加算】　45歳以上65歳未満で認知症と診断された方が対象となります。

【科学的介護推進体制加算】　 ※現在準備中です



令和3年4月【要介護１～５　3割負担】

夢の郷デイサービスセンター料金表

※　計算式に％が含まれている為、合計はおおよその金額になります。ご了承ください

☆　希望者のみ 　口腔機能向上加算Ⅱ 160（月２回まで） ※準備中

☆　対象者のみ 　若年性認知症利用者受入加算 60/１日 　科学的介護推進体制加算

【その他】　　　　　①ご家族様が送迎を行った場合、－47（片道）となります。 40/１ヵ月

　　　　　　　　　　　②毎月10日頃に請求書をお渡し致します。毎月27日に預金口座振替となっております。
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令和3年4月

各加算の説明

【入浴加算Ⅰ】　　　　入浴（シャワー浴等含む）された方に加算されます。

【サービス提供体制強化加算Ⅱ】　　　介護職員のうち介護福祉士が50％以上いるため加算されます。

【中重度ケア体制強化加算】　　　サービス提供時間を通して看護師が専従で１人配置されている場合等に加算されます。

【認知症加算】　認知症の日常生活自立度がⅢ以上の方に加算されます。

※　日常生活自立度に関しては、認定調査の主治医の意見書を参考にしています。

【介護職員処遇改善加算】　　　　　　　利用料及び各種加算の合計に介護職員処遇改善加算が５．９％加算されます。　　

【特定介護職員処遇改善加算】　　　　利用料及び各種加算の合計に介護職員処遇改善加算が１．0％加算されます。　　

【口腔機能向上加算Ⅱ】　　口腔機能の維持向上の為、口腔ケアや口腔体操、口腔機能のチェック等を行います。(希望者のみ）

【若年性認知症利用者受入加算】　45歳以上65歳未満で認知症と診断された方が対象となります。

【科学的介護推進体制加算】　 ※現在準備中です


